
 

別紙 

令和５年度大垣市・養老町・関ケ原町地域公共交通運賃協議会第１回合同会議次第 

  

        と き 令和6年2月26日（月）  

 

１ 議  題 

議第1号 名阪近鉄バス一日乗車券に関係する運賃の設定について  ·················   P. 1  

 ・令和4年度から、名阪近鉄バス事業者路線及び関係市町の自主運行バスにおいて、一 

  日乗車券を設定し、イベント等を通じた土日祝日のおでかけ促進等に取り組んでいま 

  す。 

 ・こうした中、令和6年度以降も、一日乗車券の設定を継続するとともに、「利用日の拡 

  大」及び「小児運賃」を設定し、更なる利用促進を図ります。 

  

 

議第2号 上石津地域スクールバスの見直しに関係する運賃の設定について ·······   P. 3 

 ・令和6年4月1日の義務教育学校「大垣市立上石津学園」の開校に伴い、市自主運行バ 

  ス（路線バス）として運行しているスクールバスを見直し、運賃を設定します。 

 

  ・つきましては、意見募集の実施結果等を踏まえ、委員の皆様からのご意見を賜ります 

  ようお願い申し上げます。 

 

 

 

２ 意見募集の実施結果について ······························································   P. 21 



 

空白 



1 

議第１号 

名阪近鉄バス一日乗車券に関係する運賃の設定について 

 

１ 経 緯 

 ・名阪近鉄バス事業者路線及び関係市町の自主運行バスにおいて、令和4年度から一日乗 

  車券を設定し、コロナ禍で減少した利用者の回復、イベント等を通じた土日祝日のお 

  でかけ促進や大垣駅等の中心市街地の活性化などに取り組むとともに、路線バスの利 

  用促進を図ってきた。 

 ・こうした中、令和6年度以降も一日乗車券の設定を継続するとともに、更なる利用促進 

  を図るため、「利用日の拡大」及び「親子での利用を促進するための小児運賃」を設定 

  するもの。（令和5年度からの変更箇所は    で記載） 

 

２ 名  称  1日フリーきっぷ 

  

３ 利用方法  乗車券1枚につき、有効日1日、1人に限り何回でも乗車可能 

 

４ 利用開始日  令和6年4月6日（土） 

 

５ 利 用 日  利用開始日以降で名阪近鉄バス㈱が定める土日祝日 

        （例.令和6年度：土日祝日、8月14日、15日、12月30日～1月3日） 

 

６ 発 売 額  大人：1枚500円（障がい者運賃も同額）  

        小児：1枚250円 ※未就学児はバス運賃無料 

 

７ 対象路線 

 ・名阪近鉄バス事業者路線 

 ・大垣市自主運行バス（上石津地域コミュニティバスは除く） 

 ・養老町自主運行バス（養老町オンデマンドバスは除く） 

 ・輪之内町自主運行バス（輪之内町デマンドバスは除く） 

 ・関ケ原町自主運行バス 

  ※大垣伊吹山線（ドライブウェイ口～伊吹山）、不破高校スクール線、高速バスは対象 

   外 
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８ 一日乗車券の利用実績 

 販売枚数 利用回数 利用日数 備考 

 自主運行ﾊﾞｽ 事業者路線 

令和4年度 68枚 272回 122回 150回 18日  

令和5年度 124枚 298回 97回 201回 41日 R5.12末現在 

※自主運行バス：主に大垣市内路線 

※事業者路線：主に大垣駅と周辺市町を結ぶ路線（周辺市町から大垣駅等の中心市街地 

        への利用が想定される） 

 

９ 周知方法等 

 イベントチラシや名阪近鉄バスホームページ等で周知 

 

  例．大垣市内のイベントチラシへ掲載 
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議第２号 

上石津地域スクールバスの見直しに関係する運賃の設定について 

 

１ 趣 旨 

  令和6年4月1日の義務教育学校「大垣市立上石津学園」の開校に伴い、市自主運行バ

ス（路線バス）として運行しているスクールバスが見直されることから、路線バスの運

行に必要な手続き等を行うとともに、運賃の設定を行います。 

 

 

２ 運行開始（実施）予定日 

  令和6年4月1日 

 

 

３ 設定しようとする運賃を適用する路線 

上石津スクール線 

 

 

４ 設定しようとする運賃の種類、額 

普通旅客運賃 

「運賃表」のとおり 

  

 

５ 運賃の割引等について 

  「名阪近鉄バス株式会社の運賃の割引等について」のとおり 
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６ 運賃表 

  

 

●平井・烏頭坂ﾊﾞｽ（一之瀬～烏頭坂・門前～平井）

平井

烏頭坂 250

門前 180 210

萩原 190 240 270

和田 180 260 310 330

一之瀬 180 220 350 380 410

●出屋敷・乙坂ﾊﾞｽ（一之瀬・出屋敷～乙坂）

乙坂

山村 180

二又 180 180

出屋敷 180 190 220

一之瀬 320 320 370 400

●牧田上野ﾊﾞｽ（一之瀬～牧田（上野）） ●下多良バス（一之瀬～下多良）

牧田（上野） 下多良

一之瀬 280 一之瀬 220

●打上・時バス（一之瀬～前ケ瀬・時～打上）

打上

時 180

時宮前 180 180

前ケ瀬 260 290 290

上原 180 320 350 350

一之瀬 270 320 480 510 520

上 石 津 ス ク ー ル 線

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表

一

之

瀬

牧

田
（

上

野
）

下

多

良

一

之

瀬

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表

一

之

瀬

打

上

時

時

宮

前

前

ケ

瀬

上

原

和

田

一
之

瀬

平

井

平

井

門

前

烏
頭

坂

萩

原

一
之

瀬

和

田

萩

原

門

前

烏
頭

坂

乙

坂

山

村

二

又

出
屋

敷

一
之

瀬

出
屋

敷

二

又

山

村

乙

坂

一
之

瀬



5 

 

  

 
  

●時山ﾊﾞｽ（一之瀬～上～時山）

時山

上 260

一之瀬 530 670

●西山・上多良バス（一之瀬～宮・上多良～西山）

西山

上多良 230

松ノ木 180 260

宮 180 180 320

祢冝上 180 190 220 340

一之瀬 270 270 320 350 490

停留所表の◎印停留所と◎印停留所の間の運賃をみます。

運 賃の 見 方

普 通 旅客 運 賃 表停 留 所表

停 留 所表 普 通 旅客 運 賃 表
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７ 名阪近鉄バス株式会社の運賃の割引等について 

 

名阪近鉄バス株式会社の運賃の割引等について

（令和5年3月1日付け認可内容等・名阪近鉄バス株式会社ホームページ引用） 

 

１ 小児運賃について 

区分 運賃 

中学生以上 大人運賃 

小学生 小児運賃 

幼児 ※1歳以上小学

校入学前まで 

旅客（6歳未満の小児を除く）1名同伴で1人まで無料、2人目

からは小児運賃が必要。 

幼児のみでご乗車の場合、小児運賃が必要。 

乳児 ※1歳未満の方 無料 

 

２ 旅客運賃の割引について 

 ⑴ 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方への割引 

   身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているも 

  の、都道府県知事（政令指定都市又は中核市にあっては、市長）の発行する知的障害 

  者の療育手帳の交付を受けているもの又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい 

  るものが本人であることを確認したとき。 

運賃の種類 割引等 

普通片道旅客運賃 50％引（5円のは数は10円単位に切り上げ） 

※降車時、手帳等での本人確認が必要 

※高速バス（名古屋伊吹山線を含む）において、精神障がい 

 者の方への割引きはございませんのでご注意ください。 

定期旅客運賃 30％引き（大人に限る。は数は10円単位に四捨五入）  

※定期券購入時、手帳等での本人確認が必要 

介護人 50％引き（当社において介護人を必要と認める場合。5円のは

数は10円単位に切り上げ） 
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 ⑵ 児童福祉法の適用を受ける方への割引 

   児童福祉法第12条、第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受け 

  ているものが本人であることを確認したとき。 

運賃の種類 割引等 

普通片道旅客運賃 50％引（5円のは数は10円単位に切り上げ） 

※降車時、手帳等での本人確認が必要 

定期旅客運賃 割引きはありません 

付添人 50％引き（当社において付添人を必要と認める場合。5円のは

数は10円単位に切り上げ） 

 

 ⑶ 「運転経歴証明書」をお持ちの方への割引 

項目 内容 

運  賃 普通片道旅客運賃：50％引（5円のは数は10円単位に切り上げ） 

利用方法 ①運賃のお支払い時に「運転経歴証明書」を運転士に提示してください。 

②運転経歴証明書をお持ちの方ご本人様と同伴者1名様に割引をいたしま 

 す。 

③障がい者割引などの他の割引との併用はできません。 

対象路線 名阪近鉄バスが運行する路線バス（高速バスは除く） 

※対象外路線：上石津地域コミュニティバス、不破高スクール線、 

       大垣伊吹山線 

※輪之内羽島線、輪之内町コミュニティバス南北線、デマンドバスは 

 同伴者の割引なし 

    

 ⑷ 交通系ICカード「PiTaPa（ピタパ）」をお持ちの方への乗継割引 

項目 内容 

運  賃 

利用方法 

PiTaPa（ピタパ）を使って、名阪近鉄バス路線バスを60分以内に乗り継ぐ

場合は、2乗車目の運賃が80円（小児40円）割引になります。 

※1乗車目の降車時から2乗車目の乗車時までが60分以内の場合に適用 

※バスとバスの利用の間に、鉄道などの利用がある場合は割引の適用外と 

 なります。 

対象路線 名阪近鉄バスが運行する路線バス（高速バスは除く） 

※対象外路線：上石津地域コミュニティバス、輪之内羽島線、 

       輪之内町コミュニティバス南北線、デマンドバス、 

       不破高スクール線、大垣競輪場線、大垣伊吹山線 
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３ 定期旅客運賃について 

 ⑴ 通学定期 

   学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、 

  盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園並びに児童福祉法第39条並びに名阪近鉄バス 

  株式会社の指定する学校に規定するもの 

   但し、特別割引定期券（年間パスポート）は、学校教育法第1条に規定する中学 

  校、高等学校、大学、高等専門学校及び各種専門学校等による。（小学校は適用しな 

  い。） ※年間パスポートは、4月、5月、10月11月の限定発売 

 【算出方法】  

基準運賃額 1ヶ月（算出方法） 3ヶ月 
年間パス

ポート 

180円～540円 
基準の運賃額×60※×（1-0.4） 

※60：往復利用×30日 

1ヶ月 

定期代 

× 

3 

× 

0.95 

1ヶ月 

定期代 

× 

8 

550円～720円 
基準の運賃額が10円増すごとに10円×60×

（1-0.6）を加算した額 

730円以上 
基準の運賃額が10円増すごとに10円×60×

（1-0.8）を加算した額 

 

 ⑵ 通勤定期（無記名式） ※障がい者の割引運賃適用の方は記名式です。 

   適用旅客の範囲を限定しない 

基準運賃額 1ヶ月（算出方法） 3ヶ月 6ヶ月 

180円～ 
基準の運賃額×60※×（1-0.28） 

※60：往復利用×30日 

1ヶ月定期代 

×    3 

× 0.95 

1ヶ月定期代 

×    6 

×  0.9 

 

 ⑶ 企業定期 

   1事業所（営業所、支所、出張所、支店等を言う）で3人以上の定期券を一括購入 

  され、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合 

基準運賃額 1ヶ月（算出方法） 3ヶ月 6ヶ月 

180円～ 
基準の運賃額×60※×（1-0.35） 

※60：往復利用×30日 

1ヶ月定期代 

×    3 

× 0.95 

1ヶ月定期代 

×    6 

×  0.9 
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令和 6年 2月 9日開催  大垣市地域公共交通会議第 3回会議資料  

上石津地域スクールバスの見直しについて 

 

１ 趣 旨 

  令和6年4月1日の義務教育学校「大垣市立上石津学園」の開校に伴い、市自主運行バ

ス（路線バス）として運行しているスクールバスが見直されることから、路線バスの運

行に必要な手続き等を行う。 

 

 

２ 運行開始（実施）予定日 

  令和6年4月1日 

 

 

３ 運行事業者 

  名阪近鉄バス株式会社 

  ※本市の依頼により名阪近鉄バス株式会社が道路運送法第4条許可を受け運行。 

 

 

４ 見直しの方針 

 ⑴ 運行ルート及びバス停は、既存の路線バス（関ケ原時線、上石津地域コミュニティ

バス）と共用する。 

 

 ⑵ スクールバスについては、上石津地域を運行している路線バス「関ケ原時線」「上石

津地域コミュニティバス」と一体的に運行していることから、既存の路線バス利用者

に極力影響がないよう配慮し、見直しを実施する。 
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５ 見直しの概要 

 ⑴ 路 線 名  上石津スクール線（変更なし） 

 ⑵ 系 統 数  8系統（令和6年3月31日までは5系統） 

         ※児童生徒の範囲が「中学生のみ」から「小中学生」となったため 

 ⑶ 起終点等  起点：一之瀬（上石津学園）、終点：7箇所  

 ⑷ 運行回数  登校1便、下校2便（小・中学生の下校時間等に合わせるため2便運行） 

 ⑸ 運  賃  運賃協議会にて協議 ※参考資料として別添資料に運賃表を添付 

 ⑹ 見直し内容（詳細）  

 
起点 経由地 終点 キロ程 

運行回数

（平日） 
備考 

見

直

し

後 

① 平井・烏頭坂ﾊﾞｽ 
一之瀬 烏頭坂・門前 平井 

9.7km 
1.0回 

新設 

平井 烏頭坂・門前 一之瀬 0.5回 

② 出屋敷・乙坂ﾊﾞｽ 
一之瀬 出屋敷 乙坂 6.7km 1.0回 

出屋敷 乙坂 一之瀬 8.1km 0.5回 

③ 牧田上野ﾊﾞｽ 一之瀬 － 牧田（上野） 4.1km 1.5回 

④ 下多良ﾊﾞｽ 一之瀬 － 下多良 2.8km 1.5回 

⑤ 打上・時ﾊﾞｽ 一之瀬 前ケ瀬・時 打上 9.4km 1.5回 

⑥ 時山ﾊﾞｽ 一之瀬 上 時山 13.3km 1.5回 

⑦ 
西山・上多良ﾊﾞｽ 

一之瀬 宮・上多良 西山 8.7km 1.0回 

⑧ 上多良 宮 一之瀬 5.6km 0.5回 

 ※西山・上多良ﾊﾞｽ：令和6年2月現在は西山バス停の利用者がいないものの、地域に転 

           入等あった際に迅速に対応できる手続きとする。 

 ※大幅な運行ルート等の見直しであることから、見直し後の概要のみ記載する。 

 

６ 関ケ原時線のダイヤ改正について 

  時発-関ケ原駅行の「行き2便目（時）」を30分繰り上げ（15:00発→14:30発） 

 【改正理由】 

  関ケ原時線の行き（時）2便目を運行後、同一車両でスクールバスの下校便（バス 

 ターミナル15:40発）を運行するため。 

 

７ 上石津地域コミュニティバスのダイヤ改正について 

  路線バス及び養老線への接続ダイヤの調整のため各便5分程度繰り下げ、繰り上げ  

 【改正理由】 

  余裕を持った接続ダイヤとする。  
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８ 上石津スクール線 路線図 
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９ 関ケ原時線・上石津地域コミュニティバス 時刻表 
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意見募集の実施結果について 

 

１ 意見募集を実施した内容 

 ⑴ 名阪近鉄バス一日乗車券に関係する運賃の設定について 

 ⑵ 上石津地域スクールバスの見直しに関係する運賃の設定について 

 

２ 実施期間 

  令和6年2月9日（金） 12時 ～ 22日（木） 12時 

  

３ 実施方法   

  市町のホームページ 

 

４ 実施結果 

 ⑴ 意見提出者数  1人 

 ⑵ 意見提出件数  3件（意見: 2件、賛同:1件） 

 

５ 提出された意見内容及び市町の考え方（対応） 

№ 意見内容 市町の考え方（対応） 

1 ・「名阪近鉄バス㈱が定める土日祝日」につい 

 ては、お盆期間は8月14日・15日だけでなく 

 8月13日・16日も加えてもらえるよう働きか 

 けてもらいたい。年末年始は12月30日～1月 

 3日だけでなく、12月29日も加えてもらえる 

 よう働きかけてもらいたい。 

・運転士不足への対応や運転士の休日確保、 

 ならびに負担軽減のためにも、平日扱いと 

 なっている8月13日・16日・12月29日は休日 

 ダイヤでの運行で構わないと思います。 

・これにより1日乗車券が使える日が増えるこ 

 ととなり、乗車促進に寄与できるものと考 

 えます。 

・8月13日や16日、12月29日が休日 

 ダイヤになることで、極端に本数 

 が減少する路線などがあり、通勤 

 などで利用している方への影響 

 が想定される。 

・このことから、1日乗車券の利用 

 日の拡大も含め、利用実態等を把 

 握しながら、名阪近鉄バス㈱と検 

 討していく。 
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2 令和6年度だけでなく、令和7年度以降も通年

の土日祝日に1日乗車券が使えるようになる

ことを期待したい。 

・令和7年度以降も1日乗車券の使 

 用は可能。 

・なお、1日乗車券の内容について 

 は、今後変更となる場合がある。 

3 利用日が通年の土日祝日に拡大されること、および小児運賃が設定されることは歓

迎したい。 

 

 


